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　　　　　　　　講師②



オーダーメイドできる手話講座

　長野県では、「手話言語条例」を定め、だれもが
手話に親しみ、手話に対する理解を深め、日常生
活で広く手話が使われる県をめざしています。

　「おでかけ手話講座」は、お店やレストラン、宿
泊や観光などの場面でのちょっとした会話の手
話を学びたい、近所や学校でろう者と交流してろ
う者のことをもっと知りたい、といった希望に応
じて、会社や団体、グループの活動場所へ手話講
師が出向きます。

　この事業を通じて、手話が障がいのある人もな
い人も、互いに支えあいながら共に生きる地域社
会の象徴となり、手話学習や、ろう者に対する理
解を深める機会となることを願っています。

　どうぞお気軽にご利用ください。

「名前」「趣味」
「こんにちは」

など
　自己紹介で使
う手話を一人
ひとりにあわ
せて教えます。

「いらっしゃいませ」
「注文は決まりましたか？」
「お待ちください」など

　レストラン・食堂で使う手話や、
聴覚障害者にやさしいサービスと
は？についてのお話もできます。

「朝食は７時からです」
「駐車場は使用しますか？」
「エレベーターはあちらです」など

　ホテル・旅館で使う手話や、聴
覚障害者が求めるサービスとは？
についてのお話もできます。

「袋は必要ですか？」
「温めますか？」
「カードはお持ちですか？」など

　お店やコンビニで使う手話や、
聴覚障害者とのコミュニケーショ
ンについてのお話もできます。

「具合が悪いですか？」
「どこが痛みますか？」
「救急車呼びますか？」など

　具合が悪いときは誰でも不安
になるものです。そんなときに少
しでも手話がわかると、安心です。

　きこえないことは大変？
でも実は・・・。
　ろう者の話を聞いて「きこ
えないこと」について知り、
きこえる人もきこえない人も
ともに支えあう社会をめざし
ましょう。

事業の趣旨

出逢いは
手話学習のスタート！

“ろう者”の世界を
　　　のぞいてみよう

おもてなし手話講座

レストラン・食堂編 ホテル・旅館編 お店・コンビニ編 救急・病院編

〒381-0008　長野市大字下駒沢 586
　　　　長野県障がい者福祉センター内

社会福祉法人　長野県聴覚障害者協会

TEL:026-295-3612　FAX:026-295-3610
Email: info@33nagano.com
※休館日：月曜日、祝日の翌日、第２火曜日、
　　　　　年末年始
長野県聴覚障がい者情報センターのホームペー
ジでも申込書のダウンロードができます。
http://www.nagano-choujou.com

問合せ先

主　催：長野県
実　施：社会福祉法人　長野県聴覚障害者協会
協　力：長野県聴覚障がい者情報センター

主催・実施

申込みから利用までの流れ

①県内の企業、団体、グループ
②参加者が 10名以上集まること
③回数は基本的に１回であること
④時間はおおよそ１時間以内であること
⑤会場の準備ができること
⑥手話講座の写真撮影に協力いただけること
（撮影した写真や団体名、感想については長野県
や、長野県聴覚障がい者情報センター等の広報に
使用させていただくことがあります。）
①～⑥の条件をすべて満たしていること。
（条件を満たさない場合でもご相談に応じます。
ぜひお問合せください。）

申込みのための条件

　手話講師・手話通訳者の派遣に必要な謝礼や
交通費は無料です。
　ただし教材が必要となる場合は、実費の負担を
お願いします。

費　　用

①申込み
（希望する日の１ヵ月以上前まで）

②日程調整・内容の相談

③手話講師派遣

（メールでの打合せが主となります）
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　※ここで紹介している講座はあくまでも一例です。内容の希望は相談に応じます。『長野県手話ガイドブック』をご活用ください。

　申込みが予算の上限に達し次第、受付は終了と
なります。ご了承ください。

長　野　県長　野　県
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